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第 章    計画の策定にあたって 

 

 

１ 策定の趣旨 

近年、障がいのある方の高齢化と障がいの重度化が進む中で、障がい福祉のニーズ

はますます複雑多様化しており、すべての障がいのある方が、地域で安心して生活で

きるまちづくりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障がい

の有無によって分け隔てられることなく、障がいのある方もない方も相互に人格と個

性を尊重し合い、ともに支えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求

められています。 

国は、平成25年４月に障害者自立支援法を改正し、障がいの定義に難病等を追加し、

地域社会における共生の実現に向けて、障がいのある方の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（以下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成28年５月には、障害福

祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、

障がいのある方の望む地域生活の支援の充実や障がいのある子どもへの支援ニーズの

多様化に対しきめ細かな対応等を図ることとしています。 

また、平成26年1月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成28年４月

に、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを

目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解

消法」という。）及び雇用の分野における障がいのある方に対する差別の禁止及び障が

いのある方が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供

義務）を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が施行

されています。 

高齢者福祉、子ども・子育て支援等に関する各制度の成熟化が進む一方で、人口減

少、家族・地域社会の変容などにより、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合い

ながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協

働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が求められていま

す。 

昨今では、支援が必要な場合であっても、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、
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複合的な支援を必要とするといった状況もみられ、年齢を重ねても多様な生活課題を

抱えても総合的な支援を受けやすくする必要性も生じてきています。 

また、国の基本指針では、令和３年度から令和５年度までの第６期障害福祉計画及

び第２期障害児福祉計画の策定に当たり、障がい福祉人材の確保や障がい者の社会参

加を支える取組が盛り込まれるなど、直近の障がい者施策の動向等を踏まえた見直し

がされています。 

本市では、平成30年３月に策定した「第５期橋本市障がい福祉計画・第１期橋本市

障がい児福祉計画」の計画期間が令和２年度をもって終了することから、本市の障が

い者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに令和３年度を初年度とした「第

６期橋本市障がい福祉計画・第２期橋本市障がい児福祉計画」を策定することとしま

した。 
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２ 計画の位置づけ 

障がい者計画は、本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計

画であり、市民、関係機関・団体、事業者、市（行政）が、それぞれに自主的かつ積

極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第３項に基づく「市

町村障害者計画」として位置づけています。 

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障がいのある方

の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和５年度末における成果目

標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するた

めの方策について定める計画で、それぞれ障害者総合支援法第88条第１項に基づく

「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20第１項に基づく「市町村障害児福祉

計画」として位置づけています。 

策定にあたっては、和歌山県障害者計画、和歌山県障害福祉計画及び和歌山県障害

児福祉計画並びに橋本市総合計画及び同実施計画における障がい者施策との整合性を

図りました。 
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３ 計画の期間 

障がい者計画は、平成27年度から令和５年度までの９年間を計画期間とし、障がい

福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、令和３年度から５年度ま

での３年間を計画期間とします。 

 
 

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

      

 

  

第２次橋本市障がい者計画 

第５期橋本市障がい福祉計画・ 

第１期橋本市障がい児福祉計画 

第６期橋本市障がい福祉計画・ 

第２期橋本市障がい児福祉計画 


